
工事名

工事場所

工事概要

契約年月日

契約金額

工　　期

根拠規定

6,655,000円

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

　本工事は、令和7年3月17日の強風により被災した屋根を復旧する工事で
ある。
　当該施設は、上記被災により、屋根が剥離している状態であり、今後二次
的な被害を防ぐためにも早急な復旧工事が必要である。
　よって、屋根の被害状況を把握している業者が施工することにより、早急
で適切な復旧が可能となることから、緊急時の対応及び過去に同様の復旧
工事を行い、早急な復旧への対応が可能である下記業者と随意契約とす
る。

契約相手方
の選定理由

令和7年6月3日　から　令和7年7月31日　まで

契約相手方
の商号・住所

随　意　契　約　結　果　表

温水プール水夢館屋根復旧工事

稚内市 開運1丁目　地内

令和7年3月17日に発生した強風で被災した屋根の復旧工事一式

令和7年6月2日

石塚建設興業株式会社

稚内市潮見1丁目9番15号


